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ページ 訂正箇所 訂正内容 掲載日 

P.22 
【例-４】枠内 

下から２行目 

誤 Ｄに対して甲土地の 
2019/08/05

正 Ｄに対して土地の 

P.59 表＜20条の構造＞の表下部３列 

誤  

 

 

 
2019/08/05

正  

 

 

 

P.72 (2) ３行目 
誤 「善意の第三者」 

2019/08/05
正 「善意・無過失の第三者」 

P.99 上から２行目 
誤 善意の契約の当事者を 

2019/08/05
正 善意・無過失の契約の当事者を 

P.99 上から８行目 
誤 本人Ａから詐欺を受けたＣから見た場合， 

2019/08/05
正 詐欺を受けたＣから本人Ａを見た場合， 

P.156 ③ (b) 

誤 (b) 人の生命又は身体を害する損害賠償請求権（167条・724

条） 
2019/08/05

正 (b) 人の生命又は身体を害する損害賠償請求権（167条・724

条の２） 

P.157 ８行目・９行目 

誤 (1) 債権（167条１項） 

(2) 債権・所有権以外の財産権（167条２項） 
2019/08/05

正 (1) 債権（166条１項） 

(2) 債権・所有権以外の財産権（166条２項） 

P.174 表【債権の消滅時効】 
誤 ○連帯債務者 

2019/08/05
正 ×連帯債務者 

P.276 
図【占有と条文の対応関係】 

上から４行目 

誤 果実収得権（189） 
2019/08/05

正 果実収取権（189） 

P.298 上から９行目 
誤 抵当物権 

2019/08/05
正 抵当不動産 

P.343 
（3）対抗要件 

２～３行目 

誤 占有が途絶するとその時点で，質権は消滅する。 
2020/01/28

正 削除 

P.354 【例－６】表内下から２行目 
誤 損害請求権をもって， 

2019/08/05
正 損害賠償請求権をもって， 

P.369 最終行 
誤 判例， 

2019/08/05
正 判例は， 

 

※「掲載日」は，上掲訂正情報がＬＥＣホームページの『公務員 テキスト改訂・修正情報一覧』(http://www.lec-jp.com/koumuin/info/teisei/)
に掲載された日付です。 

 

制限行為能力
者である間

本人 
保佐人・補助人の同意を要する行為→取消
しとみなす 

４項 

保佐人・補
助人 

単独で追認できる行為→追認とみなす ２項 

保佐監督人・補助監督人の同意を要する行
為→取消しとみなす 

３項 

制限行為能力
者である間

保佐人・補
助人 

保佐人・補助人の同意を要する行為→取消
しとみなす 

４項 

単独で追認できる行為→追認とみなす ２項 

保佐監督人・補助監督人の同意を要する行
為→取消しとみなす 

３項 


